
特集／矯正研修所効果検証センターのこれまでの歩み（令和 6 年 8 月．刑政135巻 8 号）

特

集
矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み

矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
長　

爲た
め

　
國く

に

　
大ひ

ろ

　
昭あ

き

同
統
括
効
果
検
証
官　

佐さ

さ

き
々
木
　
彩あ

や

　
子こ

一
　
は
じ
め
に

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
、
平
成
三
一
年
四
月
に
矯
正
研
修
所
に

設
置
さ
れ
て
か
ら
、
令
和
五
年
度
末
で
五
年
が
た
ち
ま
し
た
。
こ

の
五
年
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
成
果
や
知
見
を
還
元
す
る
た
め
、
令

和
六
年
三
月
に
矯
正
職
員
向
け
に
「
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
本
特
集
で
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
、
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み

を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
矯
正
に
お
け
る
効
果
検
証
の
今
後
に
つ

い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
本
稿
で
は
、
効
果
検
証
セ
ン

タ
ー
の
歴
史
や
組
織
、
業
務
内
容

に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

続
く
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
職
員
に

よ
る
記
事
で
は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
発
信
し
た
内
容
を
基
に
具
体

的
な
効
果
検
証
の
成
果
等
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。
最
後
に
、
同
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
指
定
討
論
者
と
し

矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
五
年
間
の
歩
み
と
こ
れ
か
ら

「効果検証センターシンポジウム」の様子
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て
御
登
壇
い
た
だ
い
た
甲
南
女
子
大
学
の
森
丈
弓
教
授
及
び
お
茶

の
水
女
子
大
学
の
髙
橋
哲
准
教
授
か
ら
、
矯
正
に
お
け
る
効
果
検

証
の
今
後
の
展
望
等
に
つ
い
て
御
寄
稿
い
た
だ
き
ま
す
。

二
　
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
ま
で

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、「
刑
政
」
一
二
二
巻
一
一
号
（「
処
遇
効
果
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

～
再
犯
防
止
に
向
け
た
矯
正
処
遇
等
の
充
実
を
目
指
し
て
～
」）、
同

一
二
八
巻
九
号
（「
少
年
矯
正
に
お
け
る
効
果
検
証
業
務
に
つ
い
て
―

施
設
の
枠
を
超
え
た
効
果
検
証
班　

そ
の
課
題
と
展
望
―
」）、
同

一
三
〇
巻
九
号
（「
矯
正
研
修
所
の
新
組
織
～
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
・

試
験
課
の
紹
介
～
」）、
同
一
三
一
巻
七
号
（「
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー

の
一
年
を
振
り
返
っ
て
」）
等
の
記
事
に
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
記
事
を
基
に
概
要
を
振
り
返
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

明
治
四
一
年
に
制
定
さ
れ
た
監
獄
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
一
八

年
か
ら
、
刑
事
施
設
で
は
特
別
改
善
指
導
が
始
ま
る
な
ど
、
各
種

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
充
実
強
化
と
効
果
的
な
実
施
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
重
要
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
我

が
国
に
は
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
検
証
や
維
持
管
理
等
を
行
う

た
め
の
体
制
は
整
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
矯
正
処
遇

の
効
果
的
な
実
施
を
目
的
と
し
て
、
平
成
二
二
年
四
月
、
府
中
刑

務
所
に
「
効
果
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」（
効
果
検
証
班
）
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
同
チ
ー
ム
に
は
府
中
刑
務
所
の
調
査
専
門
官

と
教
育
専
門
官
が
配
置
さ
れ
、
矯
正
施
設
で
教
育
や
分
類
・
鑑
別

業
務
等
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
を
基
に
、
法
務
省
矯
正
局
成
人
矯

正
課
所
管
の
施
策
を
実
務
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
効
果
検
証
業
務

を
行
っ
て
い
ま
し
た
（
日
笠
、
二
〇
一
一
）。
そ
の
後
、
効
果
検
証

の
取
組
は
、
少
年
矯
正
へ
と
広
が
り
、
平
成
二
四
年
度
に
多
摩
少

年
院
及
び
八
王
子
少
年
鑑
別
所
に
お
い
て
、
矯
正
局
少
年
矯
正
課

の
指
導
の
下
、
効
果
検
証
業
務
を
開
始
し
、
平
成
二
八
年
度
に
は

関
東
医
療
少
年
院
が
加
わ
り
、
少
年
施
設
三
庁
に
お
い
て
効
果
検

証
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
久
保
、
二
〇
一
七
）。

こ
の
よ
う
に
、
矯
正
に
お
け
る
効
果
検
証
は
、
平
成
二
二
年
度

以
降
、
府
中
刑
務
所
、
多
摩
少
年
院
、
関
東
医
療
少
年
院
及
び
八

王
子
少
年
鑑
別
所
に
設
置
さ
れ
た
効
果
検
証
班
に
お
い
て
重
点
的

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
検
証
班
に

お
い
て
は
、
自
施
設
に
お
け
る
改
善
指
導
、
矯
正
教
育
、
鑑
別
等

の
業
務
と
密
接
に
つ
な
が
り
つ
つ
、
矯
正
局
成
人
矯
正
課
及
び
少
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年
矯
正
課
の
指
示
の
下
、
全
国
の
矯
正
施
設
で
使
用
す
る
ア
セ
ス

メ
ン
ト
ツ
ー
ル
や
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
開
発
、
効
果
検
証
等
を

専
従
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
成
人
矯
正
、
少
年
矯
正
の

効
果
検
証
業
務
が
独
立
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
各
効
果
検
証

班
の
知
見
の
共
有
等
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
成
人
・
少
年
に
共

通
す
る
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
の

問
題
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
他
方
、
平
成
二
八
年
に

施
行
さ
れ
た
「
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
や
翌

二
九
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
再
犯
防
止
推
進
計
画
」
に
お
い
て

も
、
再
犯
の
実
態
把
握
や
指
導
等
の
効
果
検
証
及
び
効
果
的
な
在

り
方
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う

し
た
中
、
こ
れ
ま
で
の
専
従
班
体
制
の
弱
点
を
解
消
す
べ
く
、
従

来
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
組
織
横
断
的
な
効
果
検
証
を
推
進

す
る
た
め
、
平
成
三
一
年
四
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
、
矯
正
研
修

所
に
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
（
矯
正
研
修
所
、

二
〇
一
九;

矯
正
研
修
所
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇
）。

三
　
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
の
組
織

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
に
は
、
左
の
図
の
と
お
り
、
効
果
検
証
セ

ン
タ
ー
長
、
統
括
効
果
検
証
官
の
下
、
効
果
検
証
官
（
三
名
）
及

び
効
果
検
証
官
補
が
配
置
さ
れ
、
計
二
一
名
の
職
員
（
令
和
六
年

度
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
効
果
検
証
官
の
下
、
研

修
企
画
や
総
合
的
な
調
整
を
す
る
「
企
画
・
調
整
班
」、「
ア
セ
ス

メ
ン
ト
班
」、「
プ
ロ
グ
ラ
ム
班
」
の
三
班
体
制
で
業
務
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
で
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
経
験

や
得
意
と
す
る
専
門
領
域
等
は
様
々
で
、
必
ず
し
も
統
計
に
詳
し

い
人
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
も
ち
ろ
ん
詳
し
い
方
も
い
ま
す
）。

効
果
検
証
業
務
の
対
象
領
域
は
次
第
に
広
が
っ
て
お
り
、
近
年
で

は
教
育
・
分
類
・
鑑
別
を
中
心
と
す
る
課
題
の
み
な
ら
ず
、
例
え

ば
、
刑
務
作
業
や
職
業
訓
練
な
ど
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
効
果
検
証

の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
に
も
拡
大
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
多
種
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
職
員

側
に
も
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
職
員
が
互
い
に
知
恵

を
出
し
合
い
、
異
な
る
視
点
か
ら
議
論
を
重
ね
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

が
と
て
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
当
セ
ン
タ
ー
の
職
員
は
法

務
教
官
及
び
法
務
技
官
（
心
理
）
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
刑
事
施
設
で
活
躍
す
る
刑
務
官
や
関
連
業
務
を
担
当
す
る
専

門
職
等
の
英
知
を
結
集
す
れ
ば
、
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の

対
応
力
が
強
化
さ
れ
、
効
果
検
証
業
務
が
一
層
充
実
化
す
る
こ
と
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が
期
待
さ
れ
ま
す
。

四
　
効
果
検
証
業
務
に
つ
い
て

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
で
行
う
効
果
検
証
の
対
象
は
主
に
二
つ
あ

り
ま
す
。
一
つ
は
、
効
果
的
な
処
遇
や
各
種
改
善
指
導
を
実
現
す

る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
特
に
介
入
す
べ
き
課
題
等
を
特
定
す
る

ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
（
客
観
的
に
評
価
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
（
道

具
））
の
質
を
維
持
・
向
上
・
開
発
等
す
る
こ
と
で
す
。
も
う
一

つ
は
、
少
年
院
や
刑
務
所
で
行
わ
れ
る
処
遇
や
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
ど
の
程
度
効
果
が
あ
る
の
か
（
ど
の
程
度
望
ま
し
い
変
化
を
促
す

の
か
）
を
検
証
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
二
つ
に
は
、
ア
セ
ス
メ
ン

ト
ツ
ー
ル
等
で
特
定
さ
れ
た
介
入
す
べ
き
課
題
等
に
応
じ
て
各
種

処
遇
を
行
い
、
そ
の
効
果
を
測
る
と
い
う
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
処

遇
の
有
機
的
連
関
、
及
び
効
果
の
可
視
化
」
と
い
う
一
連
の
業
務

の
流
れ
が
背
景
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
う
し
た
効
果
検
証
の
取

組
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
刑
事
施
設
で
特
別
改
善
指
導
が
開
始

さ
れ
た
平
成
一
八
年
を
端
緒
に
、
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ

れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
中
で
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
な
が
ら
体
系
化
・
精
緻
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す（
１
）。

組織図
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効
果
検
証
業
務
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
前
身
の
効
果
検

証
班
時
代
か
ら
の
業
務
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
「
刑
政
」
誌
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
も
の
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー

ル
の
関
連
で
は
、
受
刑
者
用
一
般
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル

（
Ｇ
ツ
ー
ル
）
改
訂
試
行
版
や
Ｍ
Ｊ
Ｃ
Ａ
（
法
務
省
式
ケ
ー
ス
ア
セ

ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
）
の
開
発
や
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
な
ど
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
次
の
記
事
（「
矯
正
施
設
に
お
け
る
ア
セ
ス
メ
ン

ト
体
制
の
充
実
化
」）
で
詳
し
く
取
り
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
受
刑
者
を
対
象
と
し
た
性
犯
罪
再
犯
防
止
指

導
や
薬
物
依
存
離
脱
指
導
の
効
果
検
証
、
少
年
院
在
院
者
を
対
象

と
し
た
薬
物
非
行
防
止
指
導
の
効
果
検
証
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
業
務
は
、
効
果
検
証
班
時
代
を
含
め
、
比
較
的
長
期
間
に

わ
た
っ
て
継
続
し
て
行
っ
て
き
た
業
務
で
す
。他
方
、時
代
の
ニ
ー

ズ
に
応
じ
て
取
り
組
む
必
要
性
が
出
て
き
た
業
務
も
あ
り
、
例
え

ば
、
平
成
二
九
年
に
導
入
さ
れ
た
受
刑
者
向
け
の
一
般
改
善
指
導

（
行
動
適
正
化
指
導
）
用
教
材
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
効
果
検
証
、
令
和
二
年
度
に
少
年
院
に
お
け
る
修
学
支
援
の
充

実
強
化
に
向
け
て
実
施
さ
れ
た
調
査
研
究
、
令
和
二
年
か
ら
約
二

年
間
関
わ
っ
た
女
子
少
年
院
在
院
者
を
対
象
と
し
た
「
性
に
関
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
改
訂
作
業
、
令
和
三
年
に
実
施
し
た
受
刑
者

の
知
的
能
力
に
関
す
る
実
態
調
査
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

令
和
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
長
崎
刑
務
所
に
お
け
る
知
的
障

害
受
刑
者
処
遇
・
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
効
果
や

今
後
の
展
開
を
検
討
す
る
た
め
の
検
証
を
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が

担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

五
　
各
種
研
修
に
つ
い
て

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
で
は
、
効
果
検
証
業
務
を
通
じ
て
得
た
再

犯
防
止
に
関
す
る
知
見
等
を
実
務
に
還
元
し
、
矯
正
職
員
の
職
務

能
力
向
上
等
に
資
す
る
た
め
、
拡
大
研
修
会
及
び
巡
回
研
修
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
拡
大
研
修
会
は
、全
国
の
矯
正
職
員
を
対
象
に
、

効
果
検
証
業
務
等
と
の
関
連
が
深
い
テ
ー
マ
に
精
通
し
た
外
部
の

有
識
者
を
講
師
と
し
て
招
へ
い
す
る
な
ど
し
て
行
っ
て
い
る
も
の

で
、
令
和
五
年
度
は
対
面
と
ラ
イ
ブ
配
信
を
併
用
し
た
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ト
方
式
で
実
施
し
ま
し
た
。
令
和
五
年
度
に
取
り
上
げ
た
研

修
テ
ー
マ
は
、「
近
接
領
域
の
実
践
か
ら
学
ぶ
～
児
童
養
護
施
設

で
生
活
を
送
る
子
ど
も
の
育
ち
と
支
援
～
」、「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

プ
ロ
セ
ス
の
在
り
方
の
理
解
」、「
犯
罪
被
害
者
の
実
情
の
理
解
と

支
援
者
の
セ
ル
フ
ケ
ア
」、「
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
基
礎
」、「
発
達
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障
害
者
の
職
業
適
性
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
対
象
者
へ
の
支
援
」
と

多
岐
に
わ
た
り
、
職
員
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
工

夫
し
て
い
ま
す
。

他
方
、
巡
回
研
修
と
は
、
矯
正
管
区
（
全
国
に
八
か
所
あ
る
地

方
支
分
部
局
）
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
、
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
の
職

員
が
赴
く
な
ど
し
て
講
義
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

六
　
効
果
検
証
の
成
果
の
発
信
に
つ
い
て

矯
正
に
お
け
る
効
果
検
証
は
、
矯
正
局
と
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
連
携
の
下
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
進
化
を
遂
げ

て
き
て
お
り
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
各
種
研
修
等

を
通
じ
て
主
に
矯
正
職
員
を
対
象
に
還
元
し
て
き
ま
し
た
。
冒
頭

で
述
べ
た
「
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
は
一
〇
〇

名
以
上
の
職
員
の
参
加
が
あ
り
、
改
め
て
、
効
果
検
証
の
成
果
を

お
届
け
す
る
方
法
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
た
と

こ
ろ
で
す
。
令
和
六
年
度
か
ら
は
、
矯
正
研
修
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
で
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
が
「
刑
政
」
誌
な
ど
に
執
筆
し
た
記

事
や
論
文
等
を
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。今
後
も
、

こ
う
し
た
職
員
向
け
の
発
信
の
場
を
更
に
拡
大
し
て
い
く
の
み
な

ら
ず
、
職
員
以
外
の
方
に
も
成
果
を
発
信
す
る
場
を
設
け
て
い
く

こ
と
で
、
国
民
の
矯
正
行
政
に
関
す
る
理
解
促
進
に
貢
献
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

七
　
終
わ
り
に

効
果
検
証
業
務
は
、
科
学
的
・
客
観
的
な
裏
付
け
に
基
づ
い
て

行
わ
れ
る
も
の
で
す
の
で
、
被
収
容
者
等
を
対
象
と
し
た
質
問
紙

調
査
や
職
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
、そ
の
他
各
種
意
見
照
会
・

資
料
収
集
等
に
よ
っ
て
得
た
デ
ー
タ
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
た
め
、
矯
正
施
設
の
方
々
に
は
日
頃

よ
り
多
大
な
る
御
負
担
を
お
掛
け
し
て
お
り
、
特
に
、
効
果
検
証

の
精
度
が
年
々
向
上
し
て
い
く
中
で
、
調
査
や
分
析
の
手
法
も
精

緻
化
し
、
そ
の
分
お
掛
け
す
る
御
負
担
も
増
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

そ
の
御
協
力
に
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
デ
ー
タ
収
集
や
そ
の
検
証
過
程
に
お
い
て
、
矯
正
施
設
の

職
員
や
外
部
の
有
識
者
の
方
々
か
ら
の
御
意
見
が
あ
っ
て
こ
そ
、

よ
り
実
態
に
即
し
た
効
果
検
証
を
実
現
で
き
る
こ
と
を
実
感
し
て

お
り
ま
す
。
今
後
も
こ
れ
ら
の
連
携
を
密
に
し
、
得
ら
れ
た
成
果

の
還
元
に
努
め
る
と
と
も
に
、
効
果
検
証
結
果
（
科
学
的
根
拠
）
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に
基
づ
く
再
犯
防
止
施
策
の
推
進
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
御
協
力
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

（
１
）　

効
果
検
証
の
基
本
に
つ
い
て
は
、「
刑
政
」
の
令
和
六
年
一
月
号
か
ら
令
和

六
年
四
月
号
に
掲
載
し
た
実
務
講
座
「
皆
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
効
果
検
証

の
話
」
に
お
い
て
、
初
学
者
で
も
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
の
で
御

参
照
く
だ
さ
い
。
ま
た
、学
術
的
な
論
考
に
つ
い
て
は
、「
刑
政
」
一
二
七
巻
六
、

七
号
に
掲
載
の
森
丈
弓
著
「
司
法
・
矯
正
分
野
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価

と
効
果
検
証
（
前
）（
後
）」
等
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。

【
引
用
文
献
】

日
笠
和
彦
（
二
〇
一
一
）．
処
遇
効
果
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～
再
犯
防
止
に

向
け
た
矯
正
処
遇
等
の
充
実
を
目
指
し
て
～　

刑
政
一
二
二
（
一
一
）、 

三
八
‐
四
五
．

効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
二
〇
）．
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
の
一
年
を
振
り

返
っ
て　

刑
政
一
三
一
（
七
）、
六
四
‐
七
一
．

久
保
智
美
（
二
〇
一
七
）．
少
年
矯
正
に
お
け
る
効
果
検
証
業
務
に
つ
い
て

―
施
設
の
枠
を
超
え
た
効
果
検
証
班　

そ
の
課
題
と
展
望
―　

刑
政

一
二
八
（
九
）、
六
二
‐
七
二
．

矯
正
研
修
所（
二
〇
一
九
）．矯
正
研
修
所
の
新
組
織
～
効
果
検
証
セ
ン
タ
ー
・

試
験
課
の
紹
介
～　

刑
政
一
三
〇
（
九
）、
五
〇
‐
五
六
．
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